
1 
 

 札幌市地質・土質調査業務共通仕様書 新旧対照表 

（新）令和 6 年 10 月版 （旧）令和 5 年 10 月版 備考 

 
 

札幌市地質・土質調査業務共通仕様書の改定について 
    

令和 6 年 10 月 単価使用の委託業務から適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～本仕様書を使用される皆様へ～ 

 

本仕様書は改訂する場合があります。改訂時には札幌市工事管理室 

ホームページ「工事管理室からのお知らせ」(下記アドレス参照）で 

改訂内容をご案内しますので、ご確認ください。 

 

http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kojikansa/osirase/osirase.html 

 
 

札幌市地質・土質調査業務共通仕様書の改定について 
    

令和 5 年 10 月 単価使用の委託業務から適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～本仕様書を使用される皆様へ～ 

 

本仕様書は改訂する場合があります。改訂時には札幌市工事管理室 

ホームページ「工事管理室からのお知らせ」(下記アドレス参照）で 

改訂内容をご案内しますので、ご確認ください。 

 

http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kojikansa/osirase/osirase.html 
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 札幌市地質・土質調査業務共通仕様書 新旧対照表 

（新）令和 6 年 10 月版 （旧）令和 5 年 10 月版 備考 

１ 総則 

１－２ 用語の定義 

共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。  

1～25．（省略） 

26．「書面」とは、打合せ簿等の帳票をいい、発行年月日を記録し、記名（署名また

は押印を含む）したものを有効とする。 

 なお、電子納品を行う場合は、別途担当職員と協議するものとする。  

27～32．（省略） 

 

１－３１ 現場管理と安全の確保 

１．（省略）  

２．受託者は、調査業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者

の安全確保に努めなければならない。  

(1) 受託者は、最新の「土木工事安全施工技術指針」（国土交通大臣官房技術審議

官通達   ）を参考にして、常に調査の安全に留意し現場管理を行い、災害の

防止に努めなければならない。  

(2)～ (4) （省略） 

３～１２．（省略）  

 

 

 

 

 

 

１ 総則 

１－２ 用語の定義 

共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。  

1～25．（省略） 

26．「書面」とは、発行年月日を記録し、記名（署名または押印を含む）したものを

有効とする。 

  なお、電子納品を行う場合は、別途担当職員と協議するものとする。 

27～32．（省略） 

 

１－３１ 現場管理と安全の確保 

１．（省略）  

２．受託者は、調査業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者

の安全確保に努めなければならない。  

(1) 受託者は、「土木工事安全施工技術指針」（国土交通大臣官房技術審議官通達

令和 4 年 2 月）を参考にして、常に調査の安全に留意し現場管理を行い、災害の

防止に努めなければならない。  

(2)～ (4) （省略） 

３～１２．（省略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

文書の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

諸基準類の改定に伴

う変更 
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 札幌市地質・土質調査業務共通仕様書 新旧対照表 

（新）令和 6 年 10 月版 （旧）令和 5 年 10 月版 備考 

１－３５ 個人情報の取扱い 

１．受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、当該業務を処理するための個人情

報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の

保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）、                 

                  行政手続きにおける特定の個人を識別す

る番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）等関係法令に基づき、個

人情報の漏えい、減失、改ざんまたは棄損の防止その他の個人情報の適切な管理の

ために必要な措置を講じなければならない。  

２～１１．（省略）  

 

１－３７ ワンデーレスポンス・ウィークリースタンスの取組 

１．  受託者・委託者間の意思確認に伴う作業の遅延を抑制するため、作業円滑化（ワ

ンデーレスポンス）の取組に努めるものとし、緊急時等のやむを得ない場合を除

き、以下の対応を基本とする。なお、取組の趣旨を理解して柔軟な対応を行うこ

ととする。  

（1）  受託者（主任技術者等）の対応  

 協議の際は、状況把握ができる資料による報告と回答期限を伝える。  

 急な案件が生じないよう、担当職員への事前の情報提供などの工夫を行う。  

 担当職員から協議に関する資料提供の依頼があった場合は、速やかに対応を

行う。  

（2）  委託者（担当職員等）の対応  

・  受託者から協議があった場合は、基本的には「その日のうち」もしくは「受

託者が希望する期限まで」に回答する。  

・  希望する期限までに回答できない場合は、回答可能な期日を伝える。  

・  予告していた回答期限を超過する場合は、明らかになった時点で速やかに受

託者へ新たな回答期限を伝える。  

 

１－３５ 個人情報の取扱い 

１．受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、当該業務を処理するための個人情

報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の

保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）、行政機関の保有する個人情報の保護

に関する法律（平成 15 年法律第 58 号）、行政手続きにおける特定の個人を識別す

る番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）等関係法令に基づき、個

人情報の漏えい、減失、改ざんまたは棄損の防止その他の個人情報の適切な管理の

ために必要な措置を講じなければならない。  

２～１１．（省略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諸基準類の改定に伴

う変更 

 

 

 

 

 

文書の追加 
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札幌市地質・土質調査業務共通仕様書 新旧対照表 

（新）令和 6 年 10 月版 （旧）令和 5 年 10 月版 備考 

２．  受託者・委託者双方の「時間外労働の縮減」及び「休日確保」など労働環境の

改善を推進するため、労働環境改善（ウィークリースタンス）の取組に努めるも

のとする。緊急時等のやむを得ない場合を除き、以下の対応を基本とする。なお、

対応にあたっては取組の趣旨を理解して柔軟な対応を行うこととする。  

（1）  作業等の依頼に関すること  

 業務時間外の対応を依頼しない。  

 依頼期限は、休日明けを避けるとともに、十分な対応期間を確保する。  

（2）  打合せに関すること  

・  一堂に会した打合せが必要な場合以外は、WEB 会議を積極的に活用する。  

・  昼休みや終業間際の打合せを行わない。  

・  移動時間等も含め、昼休みや業務時間外に掛からない時刻を設定する。  

 

１－３８ 特定外来生物（植物）について 

 

１－３９ 法定外の労災保険の付保 

１～３．（省略）  

４．受託者は「法定外の労災保険」の保険証券の写しもしくは加入証明書の原本また

は写しを、業務着手の前に、担当職員へ提出しなければならない  

５．契約約款第２３条に基づき履行期間を変更したことにより、履行期間が「法定外

の労災保険」の保険期間外に及んだ場合、受託者は速やかに保険期間の変更または

保険の追加契約を行い、保険証券の写しもしくは加入証明書の原本または写しを、

担当職員へ提出しなければならない。  

６．（省略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－３７ 特定外来生物（植物）について 

 

１－３８ 法定外の労災保険の付保 

１～３．（省略）  

４．受託者は「法定外の労災保険」の保険証券の写しまたは加入証明書の原本を、業

務着手の前に、担当職員へ提出しなければならない。  

５．契約約款第２３条に基づき履行期間を変更したことにより、履行期間が「法定外

の労災保険」の保険期間外に及んだ場合、受託者は速やかに保険期間の変更または

保険の追加契約を行い、保険証券の写しまたは加入証明書の原本を、担当職員へ提

出しなければならない。  

６．（省略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目番号の変更 

 

項目番号の変更 

 

取扱いの変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

札幌市地質・土質調査業務共通仕様書 新旧対照表 

（新）令和 6 年 10 月版 （旧）令和 5 年 10 月版 備考 

３ 土質調査 

３－５ その他の原位置試験 

３－５－１ 孔内載荷試験 

１．（省略）  

２．試験等  

(1) 試験方法及び器具は、JGS 1531 地盤の指標値を求めるためのプレッシャーメ

ータ試験、                              及

び JGS 3532 ボアホールジャッキ試験によるものとする。  

(2)～ (5) （省略）  

３．成果品  

提出する成果品は、次のとおりとする。  

(1) ～ (3) （省略）  

(4) 試験の結果は、JGS 1531 地盤の指標値を求めるためのプレッシャーメータ試

験、                              及び JGS 

3532 ボアホールジャッキ試験により整理し提出するものとする。  

３－５－２ 地盤の平板載荷試験 

１．（省略）  

２．試験方法及び試験装置・器具は、次のとおりとする。  

(1) 地盤の平板載荷試験は、JGS1521   平板載荷試験方法によるものとする。 

(2) （省略）  

３．成果品  

提出する成果品は、次のとおりとする。  

(1) （省略）  

(2) 地盤の平板載荷試験の結果は、JGS1521   平板載荷試験方法により整理し

提出するものとする。  

(3) （省略）  

 

３ 土質調査 

３－５ その他の原位置試験 

３－５－１ 孔内載荷試験 

１．（省略）  

２．試験等  

(1) 試験方法及び器具は、JGS 1531 地盤の指標値を求めるためのプレッシャーメ

ータ試験、JGS 3531 地盤の物性を評価するためのプレッシャーメータ試験及

び JGS 3532 ボアホールジャッキ試験によるものとする。  

(2)～ (5) （省略）  

３．成果品  

提出する成果品は、次のとおりとする。  

(1) ～ (3) （省略）  

(4) 試験の結果は、JGS 1531 地盤の指標値を求めるためのプレッシャーメータ試

験、JGS 3531 地盤の物性を評価するためのプレッシャーメータ試験及び JGS 

3532 ボアホールジャッキ試験により整理し提出するものとする。  

３－５－２ 地盤の平板載荷試験 

１．（省略）  

２．試験方法及び試験装置・器具は、次のとおりとする。  

(1) 地盤の平板載荷試験は、JGS1521 地盤の平板載荷試験方法によるものとする。 

(2) （省略）  

３．成果品  

提出する成果品は、次のとおりとする。  

(1) （省略）  

(2) 地盤の平板載荷試験の結果は、JGS1521 地盤の平板載荷試験方法により整理し

提出するものとする。  

(3) （省略）  

 

 

 

 

 

 

 

諸基準類の改定に伴

う変更 

 

 

 

 

 

諸基準類の改定に伴

う変更 

 

 

 

諸基準類の改定に伴

う変更 

 

 

 

諸基準類の改定に伴

う変更 

 

 


